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国民健康保険のお知らせ

夏
休

み
期

間
の

利
用

抽
選

【
利
用
期
間
】

7月

15日

～

8月

31

日


【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
と
同

行
す
る
方

【
宿
泊
日
数
】

3泊

4日
以
内
（

1グ

ル
ー
プ

5室
以
内
）

【
申
込
期
間
】

4月

25日

ま
で
（
必

着
）

【
申
込
方
法
】
宿
泊
受
付
窓
口
・
特
別

出
張
所
で
配
布
の
専
用
往
復
は
が
き

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
（
は
が
き

は

1グ
ル
ー
プ

1枚
）。

【
抽
選
結
果
】当
落
に
か
か
わ
ら
ず

5

月

7日

ま
で
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

【
当
選
し
た
方
】

5月

14日

ま
で
に

電
話
ま
た
は
直
接
、
宿
泊
受
付
窓
口

で
利
用
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
期

限
ま
で
に
利
用
申
請
が
な
い
場
合

は
、当
選
結
果
（
予
約
）を
取
り
消
し

ま
す
。

※
抽
選
後
の
空
室
は
、
通
常
ど
お
り

「
利
用
希
望
日
の

2か
月
前
の
同
日

か
ら

2日
前
ま
で
」
宿
泊
受
付
窓
口

で
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

5月
の

観
光

バ
ス
ツ
ア
ー

　
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
女
神
湖
の
宿
泊
・
往

復
バ
ス
（
新
宿
駅
西
口
発
着
）・
観
光

が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た

1泊

2日
の
ツ

ア
ー
で
す
。料
金
等
詳
し
く
は
、
バ
ス

受
付
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
女
神
湖
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ（

h
ttp

://w
w
w
.m
e
g
a
m
ik
o
.

jp
/）で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
と
同

行
す
る
方

【
出
発
日
・
コ
ー
ス
】

5月

9日

…

伊
香
保
お
も
ち
ゃ
人
形
自
動
車
博

物
館
と
軽
井
沢
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

【
区
の
担
当
課
】
教
育
支
援
課
教
育
活

動
支
援
係
（

3
2
3
2）

1
0
5
8

8月・10月に

新たにオープン

①檜原温泉センター 数馬の湯

【所在地】檜原村2430

【利用料金】

大人500円・小学生210円

②奥多摩温泉 もえぎの湯

【所在地】奥多摩町氷川119―1

【利用料金】

大人450円・小学生200円

③秋川渓谷 瀬音の湯

【所在地】あきる野市乙津565

【利用料金】

大人700円・小学生250円

④生涯青春の湯 つるつる温泉

【所在地】日の出町大久野4718

【利用料金】

大人620円・小学生210円

　区の国民健康保険に加入してい

る方の健康増進などにご利用いた

だけます。

保養施設

　全国の「かんぽの宿」を利用でき

ます。詳しくは、医療保険年金課・特

別出張所で配布の「国民健康保険保

養施設のご案内」をご覧ください。

夏季保養施設

　区が契約する旅行会社が提携する

宿泊施設を利用する場合、宿泊料の

一部を補助します。詳しくは、「広報し

んじゅく」などでお知らせします。

【問合せ】医療保険年金課庶務係（本

庁舎4階）（5273）4078へ。

　医療費や後期高齢者医療制度への負

担金、介護納付金等により保険料を毎年

見直し、均等割額・所得割額を改定してい

ます。28年度の保険料は、下図のとおり

です。

※新宿区ホームページに、前年中の総所

得金額等や年齢を入力すると、保険料を計

算できる「試算シート」を掲載しています。

後期高齢者医療制度に加入している方へ

　ジェネリック医薬品は、先発医薬品（新薬）の特許期間終了

後に製造される、先発医薬品と同等の品質、安全性を持つ医薬

品で、厚生労働大臣から承認されています。ジェネリック医薬

品を利用すると、薬代が安くなります。利用できない場合もあ

りますので、医師や薬剤師にご相談ください。

※生活習慣病等で処方されている薬をジェネリック医薬品

に切り替えた場合に、自己負担額が一定額以上軽減されると見

込まれる方には、利用差額を試算した「ジェネリック医薬品に

関するお知らせ」を7月・10月・29年2月にお送りします。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を

利用してみませんか

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきには、

返信用にも住所・

氏名）

講座・

催し等の

申し込み

※宛先は各記事の

申し込み先へ。

※費用の記載のない

ものは、原則無料。

はがき・ファックスの記入例

国民健康保険のお知らせ

【算定基礎額】平成27年の総所得金額等から基礎控除額
（33万円）を差し引いた金額

【問合せ】保険料の算定、資格の取得・喪失…医療保険年金課

国保資格係（5273）4146、医療費等の保険給付…国保給付

係（5273）4149、保険料の納付相談…納付相談係（5273）

3873・4530（いずれも本庁舎4階）・（3209）1436へ。

　住民税課税世帯の入院時食事療養費が、4月から360円（3

月までは260円）に変わりました。住民税課税世帯で指定難病

等の医療を受けている方と住民税非課税世帯の方は、今まで

と変わりません。詳しくは、お問い合わせください。

保険料の納付

　28年度の納入通知書は、6月

に発送します。1年間の保険料

は、6月～29年3月の10回に分け

て納めてください。

　納付書は、6月納期分～9月納

期分を6月に、10月納期分～29

年3月納期分を10月に発送しま

す。なお、6月は一括払い用の納付

書も同封します。

※28年1月2日以降に新宿区に

転入した方に6月に発送する納

入通知書では、均等割額のみを

お知らせします。その後、前住所

地の住民税の課税内容から算定

基礎額を計算し、所得割額を確

定した上で、保険料の変更通知

をお送りします。

28年度の
国民健康
保 険 料

国民健康保険料は必ず納めましょう
保険料は、病気やけがをしたと

きの医療費などに使われる大切

な財源です。医療機関にかかっ

たときの医療費は、窓口で支払

う自己負担分を除き、半分は公

費で、残りの半分は皆さんの保

険料で賄われています。

　国民健康保険に加入している

皆さんは、医療費の一部を負担

して医療を受けるとともに、保

険料を納める義務もあります。

保険料を納めない方がいると、

国民健康保険の運営が困難にな

り、医療費を賄えなくなります。

必ず納めましょう。

保険料を納めないと

　未納期間に応じて、次の措置

を取ります。特別な事情がある

ときは、お早めにご相談くださ

い（4面で休日の納付相談をご案

内しています）。

督促や催告をしても納付がな

い場合は、通常の保険証の代わ

りに、有効期限の短い保険証（短

期証）を交付します。

未納の状態が続くと、被災等

の特別な事情がある方を除き、

資格証明書を交付します。資格証

明書は、国民健康保険の被保険者

であることを証明するものです。

病院にかかるときに提示すれば、

保険診療として扱われますが、医

療費は通常の自己負担分（3割）で

はなく、全額を支払うことになり

ます。後日、滞納している保険料

の納付についてご相談の上、申請

により保険者負担分をお返しす

ることになります。

高額療養費等保険給付の全部

または一部を、未納の保険料に

充てる場合があります。また、保

険料を滞納している方は「限度

額適用認定証」の申請はできま

せん。

※前記とは別に、法律に基づい

て預貯金、給与、生命保険など財

産の差し押さえを行う場合があ

ります。

◎新たな猶予の制度「申請によ

る換価の猶予」が始まります

　申請により、財産の差し押さ

えや換価（売却等）が猶予される

制度です。詳しくは、お問い合わ

せください。

やむを得ず遅れた場合でも

　必ず届出を

　医療保険制度では、誰もが必ず

公的な健康保険に加入しなけれ

ばなりません。退職等で勤務先の

健康保険をやめたときや、国民健

康保険に加入していた方が勤務

先の健康保険に変わったときは、

届出が必要です（自動的には切り

替わりません）。

　国民健康保険の資格は、「加入

しなければならない日」から発生

します。加入の手続きが遅れた場

合でも、保険料はさかのぼって納

めていただきます。

　会社等法人の事業所に勤務す

る方は、勤務先の健康保険に加入

します。勤務先にご相談くださ

い。

資格の取得・喪失の届出は14日以内に

届出は医療保険年金課・特別出張所へ
勤務先の健康保険等をやめて

　国民健康保険に加入するときは

　資格喪失証明書をお持ちくだ

さい（扶養家族がいないときは退

職証明書でも代用可）。

新たに勤務先の健康保険に加入

　し国民健康保険をやめるときは

　国民健康保険証と、勤務先の新

しい保険証をお持ちください。郵

送でも手続きできます。詳しく

は、お問い合わせください。新宿

区ホームページでもご案内して

います。

※1月から、届出にはマイナンバ

ーと本人確認ができる書類（運転

免許証・パスポート・マイナンバ

ーカード（個人番号カード）等）が

必要になりました。届出の際にお

持ちください。

※代理人が加入の届出をする場

合は、委任状と代理人の本人確認

ができる書類（運転免許証・パスポ

ート・マイナンバーカード（個人番

号カード）等）をお持ちください。

★28年度の住民税の申告を

　保険料の算定基礎額は、住民税

の課税内容に基づいて計算して

います。28年1月1日に住民登録

のあった区市町村で、住民税の申

告をしてください。

※確定申告をした方は、住民税の

申告は必要ありません。

リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー
を

ご
利
用
く
だ
さ
い



4月

1日
か
ら
予
約
申
し
込
み

　
先
が
変
わ
り
ま
し
た

【
対
象
】
区
内
在
住
で
、
歩
行
が
困
難

な
た
め
車
い
す
な
ど
を
利
用
し
て
い

る
方
や
寝
た
き
り
の
状
態
の
方
等
、

一
般
の
タ
ク
シ
ー
等
を
利
用
す
る
事

が
困
難
な
方
と
同
伴
す
る
介
助
者

【
運
行
時
間
】毎
日（

24時
間
）

【
費
用
】一
般
の
タ
ク
シ
ー
利
用
と
同

額（
予
約
・
配
車
料
金
不
要
で
福
祉
タ

ク
シ
ー
券
の
利
用
可
）

【
申
込
み
】電
話
で
午
前

9時
～
午
後

6時

30分
に
、
東
京
ケ
ア
タ
ク
シ
ー


（

3
9
1
4）

6
2
7
4へ

。予
約

は
、
利
用
希
望
日
の

2週
間
前
か
ら

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
障
害
者
福
祉
課
福
祉
推
進

係（
本
庁
舎

2階
）（

5
2
7
3）

4

5
1
6・


（

3
2
0
9）

3
4
4
1

へ
。

認
知
症
の
相
談
・
学
習
会


認
知
症
介
護
者
相
談

【
日
時
】

5月
9日


午
後

2時
～

4時

【
会
場
】
区
役
所
第

1分
庁
舎

2階
区

民
相
談
室

【
対
象
】
認
知
症
の
方
の
介
護
者
等
で

心
や
体
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
、

3名

【
内
容
】
専
門
医
に
よ
る
個
別
相
談

（
西
新
宿
コ
ン
シ
ェ
リ
ア
ク
リ
ニ
ッ

ク
精
神
科
医
師
）

【
申
込
み
】

4月

18日

か
ら
電
話
で

高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
相
談
第
二
係

（
本
庁
舎

2階
）（

5
2
7
3）

4
2

5
4へ

。
先
着
順
。


認
知
症
・
も
の
忘
れ
相
談

【
日
時
・
会
場
】
▼
①

5月

12日

…

落
合
保
健
セ
ン
タ
ー
（
下
落
合

4―

6―

7）、
▼
②

5月

19日

…
四
谷

高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
三
栄

町

25、
四
谷
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合

施
設

4階
）、午
後

2時

30分
～

4時

30分

【
対
象
】
区
内
在
住
で
「
最
近
も
の
忘

れ
が
多
い
」と
心
配
の
あ
る
方
、
各
日

4名

【
内
容
】
医
師
に
よ
る
個
別
相
談
（
新

宿
区
医
師
会
認
知
症
・
も
の
忘
れ
相

談
医
）

【
申
込
み
】

4月

18日

か
ら
電
話

で
、
①
は
落
合
第
一
高
齢
者
総
合
相

談
セ
ン
タ
ー

（

3
9
5
3）

4
0
8

0へ
、
②
は
四
谷
高
齢
者
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー
（

5
3
6
7）

6
7
7
0

へ
。
先
着
順
。


認
知
症
介
護
者
の
学
習
会
と
交
流
会

　
認
知
症
の
方
の
介
護
者
が
、
病
気

へ
の
理
解
や
対
応
、
介
護
者
が
リ
ラ

ッ
ク
ス
す
る
方
法
を
学
び
ま
す
。
介

護
者
同
士
の
仲
間
づ
く
り
が
で
き
る

交
流
会
も
実
施
し
ま
す
。

【
日
時
・
会
場
・
内
容
】
▼

5月

13日


午
後

1時

30分
～

3時

30分
…
榎
町

高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
弁
天

町

50）
／
医
師
の
講
座「
認
知
症
を
知

る
、
対
応
を
知
る
」、
▼

6月

15日


午
前

10時
～

12時
…
西
新
宿
シ
ニ
ア

活
動
館（
西
新
宿

4―
8―

35）
／
介

護
者
の
た
め
の
ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー

「
香
り
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
」

【
対
象
】
区
内
在
住
で
認
知
症
の
方
を

介
護
し
て
い
る
ご
家
族
ほ
か
、
各
日

20名

【
費
用
】
各
回

100円
（
交
流
会
の
茶
菓

代
）

【
申
込
み
】

4月

18日

か
ら
電
話
で

高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
相
談
第
二
係

（
本
庁
舎

2階
）（

5
2
7
3）

4
5

9
4へ

。
先
着
順
。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　
認
知
症
の
正
し
い
知
識
や
、
認
知

症
の
方
や
家
族
へ
の
配
慮
な
ど
を
学

ぶ
講
座
で
す
。受
講
し
た
方
に
は
、
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
印
「
オ
レ
ン
ジ

リ
ン
グ
」を
差
し
上
げ
ま
す
。

【
日
時
】

5月

25日

午
後

6時

30分

～

8時

【
会
場
】
区
役
所
第

1分
庁
舎

7階
人

材
育
成
セ
ン
タ
ー

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、

60名

【
申
込
み
】

4月

18日

か
ら
電
話
で

高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
相
談
第
二
係

（
本
庁
舎

2階
）（

5
2
7
3）

4
5

9
4へ
。
先
着
順
。

家
族
介
護
者
講
座

【
日
時
】

5月

18日

午
後

1時

30分

～

3時

30分

【
会
場
】
戸
山
シ
ニ
ア
活
動
館
（
戸
山

2―

27―

2）

【
対
象
】
区
内
在
住
で
高
齢
者
の
介
護

を
し
て
い
る
方
、
介
護
経
験
が
あ
る

方
、

30名

【
内
容
】
講
演
「
在
宅
介
護
で
の
お
薬

と
の
上
手
な
付
き
合
い
方
」（
講
師
は

星
祐
樹
・
薬
剤
師
）

【
申
込
み
】

4月
18日


か
ら
若
松
町

高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（

5

2
9
2）

0
7
1
0へ

。
先
着
順
。

※
介
護
の
た
め
参
加
が
難
し
い
方
に

は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
ヘ
ル
パ

ー
派
遣
利
用
等
の
支
援
を
し
ま
す
。

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

新
宿
区
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
新
規
会
員
を
募
集

　
セ
ン
タ
ー
の
会
員
に
な
っ
て
就
業

を
希
望
す
る
方
は
、電
話
予
約
の
上
、

説
明
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
終

了
後
に
入
会
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
（
説
明
を
受
け
な
い
と
会
員
登

録
は
で
き
ま
せ
ん
）。
入
会
し
た
方
に

は
後
日
、
接
遇
研
修
を
受
け
て
い
た

だ
き
ま
す
。

【
対
象
】
区
内
在
住
の

60歳
以
上
で
、

健
康
で
就
業
意
欲
の
あ
る
方

【
説
明
会
日
時
】

4月

19日

、

5月

10日

・

17日

、い
ず
れ
も
午
前

9

時

30分
か
ら

【
持
ち
物
】
▼
顔
写
真
（
縦

3㎝
×
横

2.5㎝
）
２
枚
、
▼
郵
便
局
（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
）の
通
帳（
就
業
に
対
す
る
配
分

金
の
振
り
込
み
用
）、
▼
住
所
が
確
認

で
き
る
も
の（
健
康
保
険
証
・
運
転
免

許
証
等
）、
▼
年
会
費
２
千
円

【
会
場
・
申
込
み
】
電
話
で
同
セ
ン
タ

ー
（
新
宿

7―

3―

29、
新
宿
こ
こ
・

か
ら
広
場
し
ご
と
棟
）

（

3
2
0

9）

3
1
8
1へ

。

　海外旅行中や海外赴任中に、病気やケガ

などで、現地の医療機関で診療を受け、医療

費等の全額を自己負担した場合は、申請に

より保険者が負担する金額が払い戻されま

す。

　4月から、申請書類に「保険者である東京

都後期高齢者医療広域連合が、当該海外療

養を担当した者に療養の内容について照会

することに関する海外療養を受けた方の同

意書」の添付が必要となりました。

　同意書の様式や、ほかの必要書類等詳し

くは、お問い合わせください。

【問合せ】高齢者医療担当課高齢者医療係

（本庁舎4階）（5273）4562へ。

4月24日は住民税の納税相談・国民
健康保険料の納付相談も実施します

　
指
定
期
限
を
過
ぎ
て
も

納
付
が
な
い
場
合
は
、
差
し

押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
特
別
区
民
税
・
都
民
税
や

国
民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し

て
い
る
方
は
、
こ
の
機
会
に

相
談
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

同
時
に
納
付
も
受
け
付
け
ま

す
。

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午

後

4時

30分

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】

▼
特
別
区
民
税
・
都
民
税
…

税
務
課
納
税
係
（
本
庁
舎

6

階
）

（

5
2
7
3）

4
5
0

9・

4
5
3
8・

4
5
0
8・


（

3
2
0
9）

1
4
6
0

へ
。

▼
国
民
健
康
保
険
料
…
医
療

保
険
年
金
課
納
付
相
談
係

（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7

3）

3
8
7
3・

4
5
3
0・


（

3
2
0
9）

1
4
3
6

へ
。

※
納
税
催
告
セ
ン
タ
ー
・
国

保
料
催
告
セ
ン
タ
ー
か
ら
、

電
話
で
納
付
確
認
の
ご
案
内

を
し
て
い
ま
す
。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で

窓
口
を
延
長
し
、
相
談
・
納
付

を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

取
り
扱

い
事

務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書
類

（
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
代

理
人
の
本
人
確
認
書
類
）
等
が
な

い
と
、
届
出
や
証
明
書
等
の
交
付

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

事
前
に
必
ず
担
当
係
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要
な

手
続
き
な
ど
は
、
取
り
扱
え
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更

の
届
出
（
国
外
か
ら
の
転
入
は
取

り
扱
い
ま
せ
ん
）、
▼
外
国
人
住

民
の
住
居
地
届
（
在
留
カ
ー
ド
ま

た
は
特
別
永
住
者
証
明
書
（
在
留

カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え
る
前
の

方
は
外
国
人
登
録
証
明
書
）
が
必

要
）、
▼
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票

記
載
事
項
証
明
書
の
交
付
（
請
求

で
き
る
の
は
、
ご
本
人
か
同
一
世

帯
の
家
族
の
み
。
広
域
交
付
住
民

票
の
写
し
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）、

▼
不
在
住
証
明
書
の
交
付
、
▼
印

鑑
登
録
申
請
・
廃
止
の
届
出
、
▼
印

鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
（
印
鑑
登

録
証（
カ
ー
ド
）が
必
要
）、
▼
自
動

交
付
機
の
利
用
登
録
申
請
、
▼
通

知
カ
ー
ド
の
申
請
、
▼
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）

の
交
付
、
▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）へ
の
電
子

証
明
書
の
申
請
、
▼
特
別
永
住
者

に
関
す
る
申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記
録

係（
本
庁
舎

1階
）
（

5
2
7
3）

3
6
0
1へ

。

◎
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届
書
の

内
容
確
認
等
は
翌
開
庁
日
に
行
い

ま
す
）、
▼
火
葬
・
改
葬
許
可
証
、

区
民
葬
儀
券
の
交
付
、
▼
戸
籍
・

除
籍
・
改
製
原
戸
籍
謄
抄
本
、戸
籍
・

除
籍
全
部
（
個
人
）
事
項
証
明
書
、

戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交
付
（
請

求
で
き
る
の
は
、
そ
の
戸
籍
に
記

載
さ
れ
て
い
る
方
と
そ
の
配
偶

者
、直
系
血
族（
関
係
が
確
認
で
き

る
書
類
が
必
要
）
の
み
）、
▼
身
分

証
明
書
、不
在
籍
証
明
書
の
交
付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍
係

（
本
庁
舎

1階
）（

5
2
7
3）

3

5
0
9へ

。

◎
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
・
喪
失

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保

資
格
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2

7
3）

4
1
4
6へ

。

◎
区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書

の
交
付
（
申
告
等
に
よ
り
税
情
報

が
あ
る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理
係

（
本
庁
舎

6階
）（

5
2
7
3）

4

1
3
9へ

。

第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午
後

5時

【
開
設
場
所
】区
役
所
本
庁
舎

1

階（
国
民
健
康
保
険
・
区
税
証
明

は

1階
に
臨
時
窓
口
を
設
置
）

※
本
庁
舎

1階
の
出
入
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

4月は24日

　
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

は
、
身
体
機
能
の
低
下
等
で
自

立
し
た
日
常
生
活
を
送
る
こ

と
に
不
安
が
あ
り
、
家
族
の
支

援
が
難
し
い
方
に
居
室
・
食
事

等
を
提
供
し
、
日
常
生
活
に
必

要
な
相
談
・
支
援
を
行
う
施
設

で
す
。

【
名
称
・
所
在
地
】

▼
①
（
仮
称
）
愛
の
家
都
市
型

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
新
宿
下
落

合
（

8月
開
設
）
…
下
落
合

4―

14―

1

▼
②
（
仮
称
）
愛
の
家
都
市
型

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
新
宿
中
落

合
（

10月
開
設
）
…
中
落
合

2―

18

【
運
営
】
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ケ
ア
・

サ
ー
ビ
ス
㈱

【
対
象
】
次
の
条
件
を
全
て
満

た
す
方
、
各
施
設

20名

▼
区
内
在
住
の

60歳
以
上
で
、

住
民
登
録
を
し
て
い
る

▼
身
元
保
証
人
等
が
い
る

▼
身
体
機
能
の
低
下
等
で
自

立
し
た
日
常
生
活
を
送
る
こ

と
に
不
安
が
あ
る
（
自
立
～
要

介
護

2程
度
）

▼
家
族
か
ら
の
支
援
が
難
し

い▼
感
染
症
が
な
く
、
自
分
で
健

康
管
理
が
で
き
る

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
費
用（
月
額
）】

11万

8千
円
～

25万

1千
円
程
度
（
収
入
に
よ

り
変
わ
り
ま
す
）

【
申
込
期
間
】
▼

1次
募
集
（
①

②
と
も
）
…

4月

15日

～

5

月

20日


▼

2次
募
集
（
②
の
み
。
定
員

に
余
裕
が
あ
る
場
合
は
①

も
）
…

6月

20日

～

7月

20

日


【
申
込
み
】
所
定
の
申
込
書
を

高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
相
談

第
一
係

（

5
2
7
3）

4
5

9
3、

高
齢
者
相
談
第
二
係


（

5
2
7
3）

4
2
5
4（

い

ず
れ
も
本
庁
舎

2階
）・

（

5

2
7
2）

0
3
5
2へ

。

※
募
集
案
内
・
申
込
書
は
同
課
・

各
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ

ー
で
配
布
し
ま
す
。

都市型軽費老人ホーム入居者を募集

海外療養費申請時の必要書類が変わりました

保険料を改定しました

28年度の国民健康保険料

入院中の食事代が変わりました

【問合せ】医療保険年金課国保給付係（本庁舎4階）（5273）

4149へ。

基礎賦課額
（医療分）

後期高齢者支援金等
賦課額（支援金分）

賦課限度額 16万円賦課限度額 54万円 賦課限度額 19万円

介護納付金賦課額
（介護分）

【均等割額】
35,400円

×世帯の加入者数
＋

【所得割額】
世帯加入者全員の
28年度の算定基礎額

×100分の6.86

＋

【均等割額】
10,800円

×世帯の加入者数
＋

【所得割額】
世帯加入者全員の
28年度の算定基礎額

×100分の2.02

＋

【均等割額】
14,700円

×世帯の加入者のうち
40歳以上65歳未満の方の人数

＋
【所得割額】 　　　　　
世帯の加入者のうち
40歳以上65歳未満の方の
28年度の算定基礎額

×100分の1.43

=

年
間
保
険
料

ご
利
用
く
だ
さ
い

ヴ
ィ
レ

ッ
ジ

女
神

湖
　

（
長
野
県
立
科
町
）

保養施設をご利用いただけます

国保温泉センターの
利用割引

　次の施設の割引利用券を医療保険

年金課・特別出張所で配布しています。

【
宿
泊
受
付
窓
口
】
日
通
旅
行
㈱
新

宿
区
役
所
内
営
業
所（
区
役
所
本
庁

舎

1階
）（

5
2
7
3）

3
8
8
1

【
受
付
時
間
】
月
～
金
曜
日
午
前

9

時
～
午
後

5時（
祝
日
等
を
除
く
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
等
は
日
通
旅

行
㈱
（

3
5
7
3）

8
3
5
0（

午

前

10時
～
午
後

6時
）

【
バ
ス
受
付
窓
口
】
あ
ん
し
ん
宿
予

約
セ
ン
タ
ー

（

3
2
6
3）

1
4

1
5（

午
前

9時
～
午
後

5時
。
土
・

日
曜
日
、祝
日
等
も
営
業
）
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